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摘要
提出
部数

1 スタンプ印以外 １部

２
登記情報提供サービスで取得
したものでも可

１部

相続人であることが確認できる
戸籍謄本等

１部

申請者の現住所が確認できる
もの

１部

４

申請者が許可指令
書等に記載の当事
者であるが現住所
が許可指令書等に
記載された住所と異
なる場合において、
登記事項証明書で
住所の変更がなさ
れたことが確認でき
ない場合

住所の繋がりが確認できるもの １部

５
代理申請／受理の
場合

申請書と同一のハンコで押印 １部

※　提出する証明書は発行から３ヶ月以内の物を用意してください。

※　原本還付をご希望の場合は、窓口で原本確認しますので原本を持参してください。

※　必要に応じて、記載した以外の添付書類を求める場合があります。

農地法の規定による許可指令書・受理通知書交付済証明申請書
必要添付書類一覧表

提出書類

農地法の規定による許可指令書・受理通知書交付
済証明申請書

対象農地の登記事項証明書
（全部事項証明書に限る）

権利を承継していることが確認
できる書類

住民票など

戸籍附票や住民票など

委任状

３

申請者が許可指令
書等に記載の当事
者と異なる場合にお
いて、登記事項証
明書で当該当事者
の権利が申請者に
承継していることが
判断できない場合


